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火
は
消
し
た
？　

い
つ
も
心
に　

き
い
て
み
て

春
季
全
国
火
災
予
防
運
動　

３
月
１
日
〜
７
日

　

全
国
一
斉
に
春
の
火
災
予
防

運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
こ
の

運
動
は
火
災
の
発
生
し
や
す
い

気
候
と
な
る
時
季
を
迎
え
る
に

あ
た
り
、
火
災
予
防
思
想
の
一

層
の
普
及
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
も
こ
の
運
動

を
機
会
に
防
火
に
つ
い
て
各
家

庭
や
自
治
会
等
で
話
し
合
い
、

火
に
対
す
る
認
識
を
深
め
、
火

災
の
な
い
安
全
で
住
み
よ
い
ま

ち
づ
く
り
に
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

消
火
器
の
訪
問
点
検
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

最
近
、
各
地
で
不
適
切
な
消

火
器
の
点
検
や
販
売
な
ど
、
高

額
請
求
の
被
害
が
多
発
し
て
い

ま
す
。
「
消
防
署
の
方
か
ら
来

ま
し
た
」
な
ど
と
言
葉
巧
み
に

近
づ
き
、
内
容
を
説
明
せ
ず
に

契
約
書
へ
の
署
名
や
押
印
を
求

め
て
き
ま
す
。

　

消
防
署
で
は
消
火
器
の
販
売

や
あ
っ
旋
を
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

点
検
な
ど
を
依
頼
す
る
と
き

は
、
見
積
書
を
と
る
な
ど
注
意

を
払
い
、
不
審
な
点
が
あ
る
場

合
は
消
防
本
部
予
防
課
（
℡
０

８
９
７
―
５
６
―
０
２
５
１
）

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
ポ
イ
ン
ト

○
消
火
器
等
の
点
検
は
信
頼
で

き
る
消
防
設
備
点
検
業
者
で

行
う
。

○
身
分
証
明
書
等
の
提
示
を
求

め
る
。

○
は
っ
き
り
と
点
検
を
拒
否
す

る
。

○
契
約
書
な
ど
に
は
絶
対
に
署

名
や
押
印
を
し
な
い
。

バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
の

廃
車
・
譲
渡
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月

１
日
現
在
の
所
有
者
ま
た
は
使

用
者
に
課
税
し
ま
す
。

　

廃
車
や
紛
失
、
名
義
変
更
、

住
所
変
更
の
手
続
き
は
、
３
月

中
に
次
の
と
こ
ろ
で
済
ま
せ
て

く
だ
さ
い
。
４
月
以
降
に
手
続

き
を
し
て
も
、
そ
の
年
度
の
軽

自
動
車
税
は
課
税
さ
れ
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
受
付
場
所
・
問
合
せ

軽
自
動
車
（
軽
四
輪
）

　

軽
自
動
車
検
査
協
会
愛
媛
事

務
所
（
℡
０
８
９
―
９
７
５―

７
３
１
０
）

二
輪
車
（
１
２
５
㏄
超
）

　

四
国
運
輸
局
愛
媛
陸
運
支
局

（
℡
０
８
９
―
９
５
６
―
１
５

６
２
）

原
動
機
付
自
転
車
（
１
２
５
㏄

以
下
）

○
西
条
市
庁
舎
税
務
管
理
係

　
　
　
　

（
内
線
２
２
８
２
）

○
東
予
総
合
支
所
納
税
係

　
　
　
　
　

（
内
線
１
２
２
）

○
丹
原
総
合
支
所
納
税
係

　
　
　
　
　

（
内
線
２
６
１
）

○
小
松
総
合
支
所
納
税
係

　
　
　
　
　

（
内
線
１
１
２
）

旧
西
条
市
分

18
日　

国
民
健
康
保
険
税
第
４

期
分
の
督
促
状
の
発
送

旧
東
予
市
分

18
日　

国
民
健
康
保
険
税
第
８

期
分
の
督
促
状
の
発
送

旧
丹
原
町
分

18
日　

固
定
資
産
税
第
４
期

　
　

分
・
国
民
健
康
保
険
税
第

８
期
分
督
促
状
の
発
送

旧
小
松
町
分

18
日　

固
定
資
産
税
第
４
期

　
　

分
・
国
民
健
康
保
険
税
第

５
期
分
の
督
促
状
の
発
送

※
督
促
状
１
通
に
つ
き
１
０
０

円
の
督
促
手
数
料
と
延
滞
金

を
い
た
だ
き
ま
す
。

市
税
の
納
付
は

口
座
振
替
が
便
利
で
す

　

手
続
き
方
法
な
ど
詳
し

く
は
税
務
課
担
当
窓
口
へ

特
別
障
害
給
付
金
制
度
が

４
月
か
ら
始
ま
り
ま
す

　

国
民
年
金
制
度
の
発
展
過
程

に
お
い
て
生
じ
た
特
別
な
事
情

に
よ
っ
て
、
障
害
基
礎
年
金
等

を
受
給
し
て
い
な
い
障
害
者
の

か
た
を
対
象
に
、
平
成
17
年
４

月
か
ら
特
別
障
害
給
付
金
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

対
象
者

○
平
成
３
年
３
月
以
前
の
国
民

年
金
任
意
加
入
対
象
で
あ
っ

た
学
生

○
昭
和
61
年
３
月
以
前
の
国
民

年
金
任
意
加
入
対
象
者
で
あ

っ
た
被
用
者
（
厚
生
年
金
・

共
済
組
合
等
の
加
入
者
）
の

配
偶
者
で
、
国
民
年
金
に
任

意
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
期

間
に
初
診
日
が
あ
り
、
現
在

障
害
基
礎
年
金
１
・
２
級
相

当
の
障
害
に
該
当
す
る
人

支
給
額
（
年
６
回
支
給
）

○
１
級　

月
額
５
万
円

○
２
級　

月
額
４
万
円

給
付
の
請
求
に
つ
い
て

　

４
月
１
日
か
ら
次
の
と
こ
ろ

で
請
求
を
受
け
付
け
ま
す
。
な

お
、
給
付
は
請
求
の
あ
っ
た
月

の
翌
月
か
ら
と
な
り
、
請
求
が

遅
れ
た
場
合
は
そ
及
が
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
早
め
に
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

受
付
場
所
・
問
合
せ

○
西
条
市
庁
舎
年
金
係

　
　
　
　

（
内
線
２
４
３
６
）

○
東
予
総
合
支
所
保
険
年
金
係

　
　
　
　
　

（
内
線
１
５
３
）

○
丹
原
総
合
支
所
保
険
年
金
係

　
　
　
　
　

（
内
線
２
０
８
）

○
小
松
総
合
支
所
保
険
年
金
係

　
　
　
　
　

（
内
線
１
３
３
）

国
民
年
金
保
険
料
の
お
知
ら
せ

保
険
料
引
き
上
げ
に
つ
い
て

　

４
月
か
ら
保
険
料
が
２
８
０

円
引
き
上
げ
ら
れ
、
月
額
１
万

３
５
８
０
円
に
な
り
ま
す
。

口
座
振
替
の
早
収
割
引
制
度

　

４
月
か
ら
口
座
振
替
で
期
別

納
付
さ
れ
る
か
た
を
対
象
に
、

保
険
料
が
１
カ
月
当
た
り
40
円

割
り
引
か
れ
る
「
当
月
振
り
替

え
」
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ

　

新
居
浜
社
会
保
険
事
務
所

（
℡
０
８
９
７
―
３
５
―
１
３

０
０
）

３
月
の
市
税
ご
よ
み
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